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２章 中心市街地の位置及び区域 

 

［１］位置 

位置設定の考え方 

本市の中心市街地は、南九州最大の繁華街天文館を中心として、広域的な拠点性を有しており、

九州新幹線の全線開業によって、九州全県はもとより大阪との移動時間が大幅に短縮され、中心

市街地の交流圏域が大きく拡大している。このため、中心市街地の求心力は、更に強まっており、

広域拠点としての重要性も高まっている。しかし、中心市街地では、観光客の増加を背景として、

駅周辺の交流人口は増えたものの、消費者ニーズの多様化や中心市街地外への大型店の立地等に

よって、相対的な地位は低下傾向にあり、小売業の店舗数は減少し、小売業年間商品販売額は低

迷していることから、今後は都市型・滞在型観光地としての魅力を高め、新幹線効果を中心市街

地全体にさらに波及させることが必要である。 

商業の中心である天文館から１．５キロメートル圏内のエリアは、海の玄関である鹿児島港や、

陸の玄関である鹿児島中央駅などの県を代表する交通結節点があり、商業・業務・サービス施設

や教育文化施設、医療福祉施設、行政施設、観光集客施設などの多様な都市機能が集積している

ほか、代表的な歴史資源も数多く点在しており、都市型観光地としての魅力ある中心市街地を形

成していくのに適した場所である。 

このように、本市の顔として中心的役割を果たしている当該市街地の活性化に取り組むこと

は、市全体やその周辺、さらには県域の発展にも効果の及ぶものと考えられることから、この地

区を中心市街地に設定する。 

 

 

［２］区域 

区域設定の考え方 

（１）区域の面積： 約３８１ｈａ 

 

（２）区域の範囲： 

中心商店街であるいづろ・天文館地区を中心として、陸の玄関である鹿児島中央駅地区、海

の玄関である鹿児島港を抱える上町・ウォーターフロント地区について、国道や市道で囲んだ

区域を中心市街地に指定する。 

境界について、西側は鹿児島中央駅を中心とする市道（城西通り）や線路、南側はＪＴ跡地

や住宅地などを囲む市道（高麗本通り、ナポリ通り、パース通り）、東側は鹿児島港の海岸線や

国道１０号鹿児島北バイパス、北側は国道３号、城山、国道１０号、稲荷川により囲まれる区

域とする。 

なお、第１期基本計画区域（約３６８ｈａ）に、いづろ・天文館地区に隣接する歴史・文化

ゾーン（約１３ｈａ）を新たに追加する。この歴史・文化ゾーンは、市立美術館、かごしま近

代文学館・かごしまメルヘン館、県立博物館、県立図書館、県歴史資料センター黎明館などの

公共施設が集積し、多くの市民、観光客が訪れる地域であり、隣接するいづろ・天文館地区と

連携することで、中心市街地のさらなる活性化が見込まれることから、新たに区域に設定する。 
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中心市街地 

鹿 児 島 市 全 域 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区域図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地面積 

約 381ha 

（位置図） 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集積

し、及び都市機能が相

当程度集積しており、

その存在している市町

村の中心としての役割

を果たしている市街地

であること 

当該市街地は、周辺がシラス台地に囲まれていることから平野部が少

なく、市街地は錦江湾の海岸線との間に南に拡がっており、地形的にコ

ンパクトな都市構造となっている。また、幹線道路網も市街地中心部か

ら放射状に郊外へ整備されている。 

当該市街地には、商業・業務・サービス機能、市立美術館、県立博物

館、県立図書館、幼稚園・保育園・小・中・高等学校や公民館などの教

育文化施設、市立病院などの総合医療施設、子育て支援施設、ボラン 

ティアセンター、国の出先機関・裁判所・市役所などの行政機関、かご

しま水族館・維新ふるさと館などの観光集客施設、郵便局、金融機関、

報道機関など多様な都市機能が集積している。また、鉄道、市営電車、

バス、フェリーなどの公共交通機関も集積している。 

さらに周辺には、鹿児島大学などの教育文化施設、総合医療施設、社

会福祉施設などが立地している。 

当該市街地の区域（３８１ha）は、面積的には本市の市街化区域 

（８，４４２ha）の約５％を占めており、人口についても、市全体に占

める割合は約５％となっている。 

当該市街地は、南九州随一の商業集積地として本市の発展に重要な役

割を果たしてきた。 

平成１９年の商業統計によると、当該市街地は、本市の小売店舗数の

約２６．３％、売場面積の約２７．９％、従業者数の約２５．２％、年

間商品販売額の約２９．１％を占めるなど、商業機能が高密度に集積し

ている。平成２１年の経済センサス基礎調査によると、当該市街地の事

業所数及び従業者数は、それぞれ市全体の約２２．６％、約２３．３％

を占めている。 

このように、当該市街地は、小売商業、事業所及び多様な都市機能が

高密度に集積し、経済的、社会的に本市の中心的な役割を担っている地

域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成１９年商業統計（小売業） 

 中心市街地(A) 鹿児島市(B) シェア(A/B) 

小売店舗数(店) １，５１３ ５，７６０ ２６．３％ 

売場面積(㎡) １８２，６０１ ６５３，９２５ ２７．９％ 

従業者数(人) ９，５２６ ３７，７６５  ２５．２％ 

年間販売額(億円) １，８２４ ６，２５８  ２９．１％ 

 
○平成２１年経済センサス基礎調査（全産業） 

 中心市街地(A) 鹿児島市(B) シェア(A/B) 

事業所数 ６，７８３ ２９，９７３ ２２．６％ 

従業者数(人) ６８，６２９ ２９４，００５ ２３．３％ 
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要 件 説 明 

第 2号要件 

当該市街地の土地利

用及び商業活動の状況

等からみて、機能的な

都市活動の確保又は経

済活力の維持に支障を

生じ、又は生ずるおそ

れがあると認められる

市街地であること 

当該市街地内の老朽化した建物が解体され、時間貸駐車場などの低未

利用状態の土地が目立ち始めており、平成１８年と平成２３年を比較す

ると、駐車台数１３,９４７台から１４，６６２台へと５．１％増加し

ている。 

当該市街地の商業活動の状況を平成１６年と平成１９年の商業統計

で比較すると、小売店舗数は１,５９８店から１,５１３店（５．３％減）、

小売業年間商品販売額が２,０９６億円から１,８２４億円（１３.０％

減）と減少している。 

また、平成１８年と平成２１年の事業所・企業統計を比較すると、事

業所数は７,２５７事業所から６,７８３事業所（６.５％減）に減少し

ている。 

中心商店街の歩行者通行量は、長引く景気低迷や大型商業施設の当該

市街地外への出店等の影響により近年大幅に下落している。中心商店街

３０地点の土・日曜日１日当たりの歩行者通行量を平成１８年と平成 

２４年で比較すると、１５１,８４６人から１６５，６６４人（９．１％

増）へと、第１期基本計画の取組によって持ち直してきているが、平成

１４年と比較可能な２７地点については、２０１,０４７人であったも

のが平成２４年には１４９，３１４人となり、２５．７％減少している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○土地利用の状況（時間貸駐車場の整備台数）  資料：市街路整備課調査        

 平成１８年 平成２３年 増減台数 増減率 

中央駅周辺及び 

いづろ・天文館地区（台） 
１３，９４７ １４，６６２ ７１５ ５．１％ 

 ○商業統計の比較                     資料：商業統計調査  

 平成１６年 平成１９年 増減数 増減率 

小売店舗数(店) １，５９８ １，５１３ ▲８５ ▲５．３％ 

小売業年間商品販

売額(億円) 
２，０９６ １，８２４ ▲２７２ ▲１３．０％ 

 
○事業所・企業統計の比較         資料：事業所・企業統計調査（１８年） 

経済センサス基礎調査（２１年） 

 平成１８年 平成２１年 増減数 増減率 

事業所数（事業所） ７，２５７ ６，７８３ ▲４７４ ▲６．５％ 

従業者数(人) ６５，１５９ ６８，６２９ ３，４７０ ５．３％ 

従業者数シェア（％） ２５．２ ２３．３ ▲１．９ ▲７．５％ 

 

○歩行者通行量の比較              資料：商店街歩行者通行量調査 

 平成１４年 平成１８年 平成２４年  増減率 

中心商店街（３０地

点・土日） (人/日) 
－ １５１，８４６ １６５，６６４ ９．１％ 

中心商店街（２７地

点・土日） (人/日) 
２０１，０４７ １４０，０９７ １４９，３１４ ▲２５．７％ 
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要 件 説 明 

第 3号要件 

 当該市街地における

都市機能の増進及び経

済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進する

ことが、当該市街地の

存在する市町村及びそ

の周辺の地域の発展に

とって有効かつ適切で

あると認められること 

当該市街地を中心市街地に設定することは、次に掲げる本市の上位計

画の方針に整合するものであり、中心市街地が活性化し発展すること

が、第五次鹿児島市総合計画に掲げる都市像「人・まち・みどり みん

なで創る“豊かさ”実感都市・かごしま」を実現するために有効かつ適

切である。 

 

○ 第五次鹿児島市総合計画（平成 24年 3月策定）との整合 

「人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち」を基本目標の１つに

掲げ、その基本施策の１つである中心市街地の活性化を次のとおり推

進している。 

・ にぎわい創出拠点の整備 

・ 都市空間の有効活用 

・ 人にやさしい回遊空間づくりの推進 

・ 環境にやさしい公共交通の有効活用 

・ 個性を生かした観光の魅力づくり 

・ 多彩なイベントの振興による交流空間づくり 

・ 南九州随一の商業・業務機能の集積促進 

・ 魅力ある中心商店街づくりの促進 

○ かごしま都市マスタープラン（平成 19年 3月改訂）との整合 

「多様な都市機能が集約された、すべての人々にとって安心、快適で

クルマに過度に依存しない社会への誘導を図り、社会経済の成熟化と

人口減少・超高齢化に対応したコンパクトな市街地を形成する集約型

都市構造の実現をめざす」（抜粋）といった都市づくりの基本理念が

位置づけられている。 

また、本基本計画区域を含む中央地区のまちづくりの目標を「様々

な人々が集まる南の広域拠点としてのにぎわいと、ふれあいのまちづ

くり」と位置づけ、整備の基本方針を「鹿児島中央駅周辺からいづろ・

天文館、本港区、鹿児島駅周辺を連携するにぎわいと交流の都市軸の

強化」としている。 

○ 中心市街地の周辺地域への波及効果 

本市は、人口６０万人を超え県人口の１／３以上が集中しており、

周辺の市町を含む広域な商圏及び通勤通学圏を形成している。 

このような本市の中心市街地は、商業・業務機能の集積が高く、行

政、教育・文化、レクリエーション機能等も整備され、高次都市機能

の集積地である。また、多くのバス路線が中心市街地を発着又は経由

しているほか、新幹線の始発着駅、桜島や離島とつながるフェリータ

ーミナルを有しており、遠距離への移動においても交通結節点として

の利便性が極めて高い。 

中心市街地の活性化により、多様で質の高いサービスを、市民、県

民が享受できるようになり、市全体、さらには周辺市町村の活性化に

つながっていくものである。 
 


